
教育課程連携協議会 

 
日本大学大学院法務研究科は，専門職大学院設置基準に基づき，平成 31（2019）年 4 月

1 日，日本大学大学院法務研究科教育課程連携協議会を設置しました。 

 
 
設置及び趣旨 

日本大学大学院法務研究科（以下「研究科」という）に，産業界等との連携により，教育

課程を編成し，教育課程を円滑かつ効果的に実施するため，日本大学大学院法務研究科教育

課程連携協議会（以下「連携協議会」という）を設置する。 

 
審議事項 

連携協議会は，研究科における次の各号に掲げる事項について審議し，研究科長に意見を

述べるものとする。 

① 産業界等との連携による授業科目の開設及びその他の教育課程の編成に関する基本

的な事項 

② 産業界等との連携による授業の実施及びその他の教育課程の実施に関する基本的な

事項並びにそれらの実施状況の評価に関する事項 

③ その他連携協議会が必要と認めた事項 

 
連携協議会の構成（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

小田  司（日本大学大学院法務研究科長） 

杉原 則彦（日本大学大学院法務研究科専攻主任） 

村上 正敏（日本大学大学院法務研究科専攻副主任） 

宇田 隆康（日本大学法学部事務局長） 

野村吉太郎（日本大学法曹会会長/赤坂野村総合法律事務所/弁護士） 

今井 勇太（日本大学法曹会事務局長/今井法律事務所/弁護士） 

大川 康徳（小川・大川法律事務所/弁護士） 

大島 隆明（日本大学客員教授/元裁判官/弁護士） 

須藤 典明（日本大学客員教授/元裁判官/弁護士） 


